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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-2-1-4「耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」

のうち，「表 2－1 設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設」につい

て，設置変更許可段階からの変更点を整理するとともに，建設時工事計画認可からの耐震

重要度分類の変更点を整理したものである。 

 

2. 設置変更許可からの変更点 

「島根原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請（2号発電用原子炉施設の変更）本

文及び添付書類の一部補正について」（令和 3年 9月 15日許可）からの変更点及び変更理

由について，表 1のとおり整理した。（変更箇所の詳細は添付資料 1参照） 
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表 1 設置変更許可審査からの変更点（１/６） 

 変更前 

（令和 3年 9月 15日設置変更許可時） 

変更後 

（今回工認） 
変更理由 

対応 

ページ 

○1  １号炉 １号機 工事計画認可申請名称への変更 

12,13, 

14,15, 

16,17, 

18,19, 

20,21 

○2  その他 ２号機南側切取斜面 
記載の拡充 

（波及的影響を考慮すべき施設を具体的に記載） 
12,17 

○3  その他 ２号機西側切取斜面 同上 12,17 

○4  原子炉浄化系補助熱交換器 その他＊10 「その他＊10」に集約し記載 

13,14, 

15,16, 

18,21 

○5  グランド蒸気排ガスフィルタ その他＊10 同上 

13,14, 

15,16, 

18,21 

○6  ― 復水貯蔵タンク遮蔽壁 

設計進捗に伴う変更 

（上位クラス施設であるＢ－ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽の設計進捗に伴う追加） 

13,14, 

15,16, 

18,21 

○7  その他 その他＊10 

記載の拡充 

（今回工事計画認可段階で波及的影響を考慮す

べき施設が明確になったことに伴い「その他＊10」

に具体的に記載） 

13,14, 

15,16, 

18,21 
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表 1 設置変更許可審査からの変更点（２/６） 

 変更前 

（令和 3年 9月 15日設置変更許可時） 

変更後 

（今回工認） 
変更理由 

対応 

ページ 

○8  サプレッション・チェンバ サプレッションチェンバ 工事計画認可申請名称への変更 
15,16, 

18 

○9  ― 格納容器空気置換排風機 

記載の適正化 

（上位クラス施設である原子炉棟空調換気系入

口隔離弁は「原子炉格納容器バウンダリに属す

る配管・弁」に該当するためクラス別施設(ⅶ)

から(ⅵ)へ移動） 

17 

○10  サプレッション・プール サプレッションプール 工事計画認可申請名称への変更 18 

○11  非常用ガス処理系（排気管含む） 
非常用ガス処理系（非常用ガス処理系

用排気筒含む） 
同上 18 

○12  格納容器空気置換排風機 ― 

記載の適正化 

（上位クラス施設である原子炉棟空調換気系入

口隔離弁は「原子炉格納容器バウンダリに属す

る配管・弁」に該当するためクラス別施設(ⅶ)

から(ⅵ)へ移動。⑨関連） 

18 

○13  ― 復水輸送系配管 

記載の拡充 

（波及的影響を考慮すべき施設を具体的に記

載） 

18 

○14  ― 復水系配管 同上 18 

○15  ― 高光度航空障害灯管制器 同上 18 
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表 1 設置変更許可審査からの変更点（３/６） 

 変更前 

（令和 3年 9月 15日設置変更許可時） 

変更後 

（今回工認） 
変更理由 

対応 

ページ 

○16  タービン補機冷却系熱交換器 その他＊11 「その他＊11」に集約し記載 19 

○17  ― 循環水系配管 

記載の拡充 

（波及的影響を考慮すべき施設を具体的に記

載） 

19 

○18  その他 その他＊11 

記載の拡充 

（今回工事計画認可段階で波及的影響を考慮す

べき施設が明確になったことに伴い，「その他＊

11」に具体的に記載） 

19 

○19  ― 防波壁（西端部）周辺斜面 
記載の拡充 

（波及的影響を考慮すべき施設を具体的に記載） 
21 

○20  ― ３号機放水路 同上 21 

○21  Ｂ Ｂ＊13 

記載の適正化 

（直接支持構造物についても逃がし安全弁排気

管と同一の設計方針を適用することを明確化） 

22 

○22  Ｓｄ ＳＳ 

記載の適正化 

（逃がし安全弁排気管はＳｓ機能維持する方針

であるため，その間接支持構造物についても検討

用地震動を「Ｓｓ」とすることを明確化） 

22 
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表 1 設置変更許可審査からの変更点（４/６） 

 変更前 

（令和 3年 9月 15日設置変更許可時） 

変更後 

（今回工認） 
変更理由 

対応 

ページ 

○23  ― 復水貯蔵タンク基礎 

記載の拡充 

（復水貯蔵タンクの間接支持構造物として明確

化） 

23 

○24  ― 補助復水貯蔵タンク基礎 

記載の拡充 

（補助復水貯蔵タンクの間接支持構造物として

明確化） 

23 

○25  ― 当該設備を支持する構造物 
記載の適正化 

（建物以外の支持構造物の考慮について明確化） 
26 

○26  Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク基礎 Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 工事計画認可申請名称への変更 27 

○27  

（注 9）建物開口部の竜巻防護対策設備

は比較的大型の鋼製構造物であり，建物

の上部に設置されているため，上位クラ

ス施設は特定しないが，波及的影響を考

慮すべき施設とする。 

＊9：竜巻防護対策設備とは，取水槽海

水ポンプエリア竜巻防護対策設備，取

水槽循環水ポンプエリア竜巻防護対策

設備，燃料移送ポンプエリア竜巻防護

対策設備及び建物開口部竜巻防護対策

設備をいう。なお，建物開口部竜巻防護

対策設備は比較的大型の鋼製構造物で

あり，建物の上部に設置されているた

め，上位クラス施設は特定しないが，波

及的影響を考慮すべき施設とする。 

記載の拡充 

（今回工事計画認可段階で波及的影響を考慮す

べき竜巻防護対策設備を具体的に記載） 

27 

 

 



 

 

 

6 

表 1 設置変更許可審査からの変更点（５/６）  

 変更前 

（令和 3年 9月 15日設置変更許可時） 

変更後 

（今回工認） 
変更理由 

対応 

ページ 

○28  ― 

＊10：燃料プール冷却ポンプ室冷却機，

原子炉浄化系補助熱交換器，タービン

補機海水系配管，給水系配管，タービン

ヒータドレン系配管，タービン補機冷

却系熱交換器，グランド蒸気排ガスフ

ィルタ，消火系配管，２号機南側切取斜

面及び２号機西側切取斜面が含まれ

る。 

記載の拡充 

（今回工事計画認可段階で波及的影響を考慮す

べき施設を「その他＊10」に具体的に記載） 

27 

○29  ― 

＊11：タービン補機海水系配管，給水系

配管，タービンヒータドレン系配管，消

火系配管，タービン補機冷却系熱交換

器，タービン補機海水ストレーナ，２号

機南側切取斜面，２号機西側切取斜面，

２号機放水路，３号機放水路，１号機取

水管，施設護岸，防波壁（東端部）周辺

斜面及び防波壁（西端部）周辺斜面が含

まれる。 

記載の拡充 

（今回工事計画認可段階で波及的影響を考慮す

べき施設を「その他＊11」に具体的に記載） 

27 
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表 1 設置変更許可審査からの変更点（６/６） 

 変更前 

（令和 3年 9月 15日設置変更許可時） 

変更後 

（今回工認） 
変更理由 

対応 

ページ 

○30  

（注 11）地震により逃がし安全弁排気

管が破損したとしても，ドライウェル内

に放出された蒸気はベント管を通してサ

プレッション・チェンバのプール水中に

導かれて凝縮するため，格納容器内圧が

有意に上昇することはないと考えられる

が，基準地震動Ｓｓに対し破損しないこ

とを確認する。 

＊13：地震により逃がし安全弁排気管

が破損したとしても，ドライウェル内

に放出された蒸気はベント管を通して

サプレッションチェンバのプール水中

に導かれて凝縮するため，格納容器内

圧が有意に上昇することはないと考え

られるが，基準地震動Ｓｓに対してド

ライウェル内の逃がし安全弁排気管が

破損しないことを確認する。 

また，逃がし安全弁排気管がサプレッ

ションチェンバ内の気相部で破損した

場合，放出された蒸気は十分に凝縮す

ることができないため，サプレッショ

ンチェンバ内の逃がし安全弁排気管を

Ｓクラスとして設計する。 

記載の適正化 

（逃がし安全弁排気管について，サプレッション

チェンバ内はＳクラスとして設計することを明

確化） 

27 
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3. 建設時工事計画認可からの耐震重要度分類の変更点 

建設時工事計画認可からの耐震重要度分類が変更となった設備は，大別して以下の 3 ケ

ースのものがある。 

 

① 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の新規追加（Ｓクラス） 

② 非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備の格上げ（Ｃ→Ｓクラス） 

③ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改訂に伴う変更（Ａ→Ｓクラス） 

 

 

それぞれの対象設備を表 2－1 に示す。また，耐震重要度分類の変更ではないが，検討用

地震動が変更になった設備を表 2－2に示す。 

なお，発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の改訂に伴い，建設時工認において 

Ａｓクラス又はＡクラスとしていた設備は，今回工認においてはＳクラスに整理される。耐

震重要度分類がＡクラスだった設備は，建設時工認においては基準地震動Ｓ１による評価を

実施していたが，今回工認においては，Ｓクラスに分類されることから基準地震動Ｓｓ及び

弾性設計用地震動Ｓｄによる評価を実施する。 
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表 2－1 建設時工事計画認可から耐震重要度分類が変更となった設備（1/2） 

 設備名称 備考 

① 津波防護施設，

浸水防止設備及び

津波監視設備の新

規追加（Ｓクラス） 

・防波壁 

・防波壁通路防波扉 

・１号機流路縮小工 

・屋外排水路逆止弁 

・防水壁 

・水密扉 

・床ドレン逆止弁 

・隔離弁 

・ポンプ 

・配管 

・貫通部止水処置 

・取水槽水位計 

・津波監視カメラ 

・タービン補機海水系隔離システム 

 

② 非常用ディーゼ

ル発電機等の燃料

を貯蔵する設備の

格上げ 

（Ｃ→Ｓクラス） 

・非常用ディーゼル発電設備 Ａ-ディーゼル燃

料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備 Ｂ-ディーゼル燃

料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電設備 Ａ-ディーゼル燃

料貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電設備 Ｂ-ディーゼル燃

料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 デ

ィーゼル燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク 

・関連配管・弁 
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表 2－1 建設時工事計画認可から耐震重要度分類が変更となった設備（2/2） 

 設備名称 備考 

③ 発電用原子炉施

設に関する耐震設

計審査指針の改訂

に伴う変更 

（Ａ→Ｓクラス） 

・原子炉圧力容器内部構造物 

・逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 

・関連配管・弁（主蒸気系） 

・関連配管・弁（残留熱除去系のうち，低圧炉

心注水モード運転，格納容器冷却モード運転

及び格納容器スプレイモード運転に必要な設

備） 

・低圧炉心スプレイポンプ 

・低圧炉心スプレイ系ストレーナ 

・関連配管・弁（低圧炉心スプレイ系） 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

・関連配管・弁（ほう酸水注入系） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・出力領域計装 

・中央制御室遮蔽（１，２号機共用） 

・中央制御室送風機 

・中央制御室非常用再循環送風機 

・中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

・原子炉建物原子炉棟（二次格納施設） 

・真空破壊装置 

・ダウンカマ 

・ベントヘッダ 

・ドライウェルスプレイ管 

・サプレッションチェンバスプレイ管 

・非常用ガス処理系排風機 

・非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ 

・非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタ 

・排気筒（非常用ガス処理系用） 

・関連配管・弁（非常用ガス処理系） 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置加熱器 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置再結合器 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置冷却器 

・関連配管・弁（可燃性ガス濃度制御系） 
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表 2－2 検討用地震動が変更となった設備 

 設備名称 備考 

波及的影響を考慮すべ

き施設に適用する地震

動の変更（Ｓ１→Ｓｓ） 

・原子炉建物天井クレーン 

耐震重要度分類の

変更ではないが，

検討用地震動が変

更となった設備と

して抽出 
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